
種
を
ま
こ
う 

 

種
を
ま
こ
う 

種
を
ま
こ
う 

こ
こ
ろ
の
中
に
種
を
ま
こ
う 

 
わ
た
し
の
こ
こ
ろ 

あ
な
た
の
こ
こ
ろ 

み
ん
な
の
こ
こ
ろ
に 

種
を
ま
こ
う 

 

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
や
わ
ら
か
い
こ
こ
ろ
に 

「
人
権
」
と
い
う
名
の
種
を
ま
こ
う 

 

そ
し
て 

 

「
思
い
や
り
」
と
い
う
名
の
水
と 

「
愛
」
と
い
う
名
の
栄
養
を 

た
っ
ぷ
り
た
っ
ぷ
り 

そ
そ
い
で
あ
げ
よ
う 

 

み
ん
な
の
「
笑
顔
」
と
い
う
名
の
陽
を
あ
び
て 

き
っ
と 

芽
が
出
る 

花
が
咲
く 

 

や
が
て 

 

大
き
な
幸
せ
の
実
が 

み
の
る 

 

             

    人権の花 
  副校長 松本 竜太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ５月２９日(月)、国立市人権擁護委員の方々にお越しいただき、

全校朝会で「人権の花」運動の取組についてお話をしていただき

ました。上記の詩は、その時に紹介されたものです。 

  この「人権の花」運動は、次代を担う小学校の児童が、お互い

に助け合いながら花を栽培することで、協力し、感謝することの

大切さを学び、生命の尊さを実感するとともに栽培をする間に行

う講話、映画鑑賞などを通じて思いやりの心を育み、環境に対す

る理解を深め、豊かな人権感覚を身に付けてもらうこと、及びそ

の成果を多くの人々に鑑賞してもらい、人権尊重思想の普及・啓 

発に資することを目的としています。国立市では、毎年２校の小学校が実施しています。

今年度は、国立八小が実施をする年になりました。この運動を通して、八小の子供たち

にも人権感覚を身に付け思いやりの心を育む一助としたいと考えます。  

 

実際に栽培を担当するのは、環境・美化委員会の５、６年生になりました。６月１日

の委員会で、プランターにミニひまわりの種と日日草の苗を植える作業を人権擁護委員

の方々と共に行います。プランターは、中庭に置いて栽培していきますので、学校にお

越しの際は、ご覧になってください。 

 

ミニひまわりも日日草も開花時期は、今から１０月頃までです。また、花言葉は、ミ

ニひまわりは、「あなただけを見つめる」や「憧れ」 

等々。日日草は「楽しい思い出」や「友情」だそうです。この 

  

これから、八小の子供たちが、日々「思いやり」の水 

やりと「愛」の栄養を与え、「笑顔」を注ぐことで、き 

っとすてきな花が咲くことと思います。その日を楽しみ 

に、環境美化委員の活動を見守っていきたいと思います。 

 

平成２９年 ６月１日 No.３ 

国立市立国立第八小学校 

〒186-0004 国立市中 1-3-1 

℡  042-576-8791・8792 



 【研究について 

～科学的な思考力・判断力・表現力を育てるための指導法の工夫～】研究部 渡邉弘樹 
  昨年度２月に国立市教育委員会研究奨励校研究発表会を開きました。２５０人以上の方々にご来校い

ただき、「科学的な思考力・判断力・表現力を育てるための指導法の工夫」の研究主題のもと、本校の研

究について発表させていただきました。今年度も引き続き、同じ研究主題で深めていこうと考えていま

す。理科・生活科・生活単元学習の授業を中心に、教科書等の基礎的・基本的な内容から、さらに「深

い学び」になるよう授業を工夫しています。このことにより、子供たちは学んだことを生かして考えた

り、自分が取り組んだこと・考えたことを再吟味したりする力をつけ、主体的・対話的に学ぶ姿を見せ

てくれるのではないかと思っています。研究授業は、保護者・地域の皆様にも公開いたします。頑張っ

ている子供たちの姿をぜひご覧ください。 

 

【八小まつり】                        活動部 高柳絵梨香 

  今年も八小まつりが盛大に行われました。２～５年生がクラスごと、６年生が学年でお店をだし、全

校児童が交流をします。お店の計画、準備を自分たちで話し合い、協力して実行していくことで、自分

たちで考え実践する意識が育つことをねらいとしています。 

  本番当日だけでなく準備の段階から、全校で八小まつりを盛り上げ最高の思い出をつくりたいという

思いが込められています。 

  今年も昨年に引き続きスタンプラリーを行い、いろいろなお店にいけるようにしました。店員の子供

たちは自分達で作り上げたお店に自信をもち、宣伝にルール説明にと生き生きと活動をしていました。

お客さんは、友達が作ったお店を心から楽しんだり喜んだりするワクワクとした表情を見ることができ

ました。あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、協力し合い頑張ったからこそ得られる達成感を

一人一人が感じることができる充実した時間を過ごすことができました。 

 

【ふれあい月間について】                 生活指導部 伊東麻由香 
東京都教育委員会では、健全育成を目的とした「ふれあい月間」を年２回実行しています。 

    本校では、６月を「ふれあい月間 思いやり言葉運動週間」として、いじめ未然防止のために言語

環境を整え、児童同士がよりよい関係を築けるように、次のような取組をします。 

  １ 思いやり言葉づくり 

   ・「思いやり」をテーマに、子供一人一人が標語づくりをします。 

 ２ 思いやり言葉紹介週間 

   ・「思いやりの言葉」を各教室前廊下、１階ロビーに掲示します。 

                          ご来校の際にはぜひ、ご覧ください。  
                

 
 

生活目標 ： 「気持ちのよい言葉を使おう」 「みんなでなかよく遊ぼう」 

 

６月の行事予定   

１日(木) ふれあい月間・思いやり言葉運動 

     避難訓練、委員会活動 

５日(月)  日光移動教室事前健診(さくら・６年) 

水泳指導前健康相談、全校朝会 

７日(水) 日光移動教室（さくら・６年)（始） 

９日(金)           日光移動教室 (さくら・６年)（終） 

教育実習（終） 

1２日(月)  田植え(さくら・５年) 

1３日(火) 水泳指導(始) 

1５日(木) クラブ活動 

1６日(金) セーフティ教室(低・防犯教室) 

1７日(土) 学校公開(1～4校時)、セーフティ教室(高) 

                                                                     安全マップ発表会(3,4年) 

 

1９日(月) 午前授業、読書週間(始) 

      校内研究会 研究授業(午前授業) 

           ※４年生は、５校時に研究授業を行います。 

            保護者・地域の皆様に公開します。 

２１日(水) 保護者有志による人形劇（中休み） 

２２日(木) たてわり班中休み遊び、食育(3年・出張授業)

クラブ活動 

２３日(金) 読書週間(終) 

２６日(月) パワーアップタイム週間(始)、谷保探検(３年) 

２７日(火) ブラッシング指導（３年）     

２８日(水) 午前授業(市内合同研究会のため) 

      ブラッシング指導(１年) 

２９日(木) クラブ活動、校外学習(３年・ママ下)  

３０日(金) ふれあい月間・思いやり言葉運動(終) 

           ブラッシング指導(さくら、５年) 

      パワーアップタイム週間(終) 

定期健康診断(終) 
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